
今回は、各公共施設の運用を検討する計画について紹介します。

笠間市公共施設等適正配置計画は、公共施設を運用していくなかで、長寿命化や施設を再編す

る場面に直面する状況に備え、個々の施設の複合化や多機能化などの対象施設を検討し、今後の

具体的な方向性を定めることを目的としています。

〇目指す面積

〇適正配置の検討手順

笠間市公共施設等適正配置計画には、各公共施設の具体的対応方針を定めるため長寿化や複合化、

公民連携等のさまざまな方法があります。

次回以降は、それらの方法を紹介していきます。

問 資産経営課(内線 573）

㉒ これからの公共施設について第 3回 -公共施設等適正配置計画
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